「こどもまんなかアクション」リレーシンポジウムinやまぐち
企画運営等業務仕様書
 
１　業務の名称 
「こどもまんなかアクション」リレーシンポジウムinやまぐち企画運営等業務 （以下､「本業務」という｡）

２　業務の目的 
  　山口県（以下、「委託者」という。）が令和６年度末に策定した「やまぐち子ども・子育て応援プラン」が目指す、本県における「こどもまんなか社会」の実現に向けて、こどもと子育て家庭を社会全体で支える機運を高めるため、こども家庭庁との共催で「こどもまんなかアクション」リレーシンポジウムを本県において開催するものである。 
 　 シンポジウムのターゲットは、子ども・若者、子育て家庭や企業の経営者・従業員を含む県民全体とし、社会全体で「とも×いく」や「こどもや子育てにやさしい休み方改革」等を推進し、子育てを応援するというメッセージを、幅広く県全域に発信するものとする。 

３　委託期間 
業務委託契約締結日から令和９年１月29日までとする。 
 
４　シンポジウムの概要 
	名　　称
	「こどもまんなかアクション」リレーシンポジウムinやまぐち

	開催日時
	令和８年11月29日（日） 13時30分から15時30分
※全プログラムで２時間程度

	開催場所
	ＫＤＤＩ維新ホール　メインホール
（山口市小郡令和1丁目１番１号）

	募集人数
	最大2,000人（目標来場者数600人）　※対面形式

	参集者
	子ども・若者、子育て家庭や企業の経営者・従業員を含む一般県民、やまぐち子育て連盟構成団体　等

	参加料
	無料

	プログラム
	シンポジウムのプログラムは、次の項目を基本とする。
ア　主催者（山口県知事）挨拶
イ　こども家庭庁による基調講演
ウ　著名人等による講演又はトークショー
エ　知事及び著名人、こども家庭庁職員、その他参加者による
パネルディスカッション
なお、プログラムや出演者等については、委託者と受託者の双方の協議により、追加や差替えを行うことができる。




 ５　業務の内容 
(1) シンポジウムの企画提案に関すること 
 「やまぐち子ども・子育て応援プラン」に掲げる「みんなで子育て応援山口県」の実現に寄与するものとなり、効果的かつ円滑に実施できるよう、シンポジウムの内容を企画し、必要な助言を行い、委託者及び著名人と連絡調整を行った上で、台本を作成すること。 
本シンポジウムは、こども家庭庁が掲げる「「こどもまんなかアクション」リレーシンポジウム」として実施するものであり、シンポジウムの内容には、こども家庭庁職員による基調講演を含むものとする。 
  　　また、「こどもまんなかアクション」の趣旨を踏まえ、子ども達からのビデオメッセージやアトラクション等、子ども達がシンポジウムに参画する企画を提案すること。 
加えて、シンポジウムの効果や満足度などが測れるようアンケート調査について提案・実施し、集計結果を報告すること。 
(2) シンポジウムに出演する著名人の選定に関すること 
子育て世代に高い知名度を有し、集客力及び影響力が高いと考えられる、子育てに積極的にかかわる著名人を選定すること。 
なお、出演者の要望に応じた準備補助、交通手段、宿泊場所の手配、謝礼及び交通費、その他出演に必要な経費は、受託者の負担とし委託料に含める。 
(3) 著名人との連絡・調整に関すること 
シンポジウムの日時や、企画内容、当日のスケジュール等、イベントの実施に当たり、必要な事項について、出演交渉を含め、著名人と連絡調整を行うこと。なお、著名人が芸能プロダクション等に所属している場合は、プロダクション等との連絡調整も含むものとする。
なお、知事との連絡・調整については、委託者において実施する。
(4) 参加者の応募受付・会場受付に関すること
受託者は、インターネット・電話・ＦＡＸ等で幅広く応募受付を行うものとする。また、応募受付から当日の入場までの運営計画を作成するとともに、シンポジウム当日は、受付が混雑するなど、他の施設利用者や施設の営業の妨げとならないよう、安全で円滑な受付を行うこと。
(5) シンポジウムの周知のための広報・プロモーションに関すること 
ア　目標来場者数を達成できるよう、広く子育て世代や子育て家庭を応援する企業、地域社会等に向けた戦略的なＰＲ方法を企画・実施すること。 
イ　アで企画したＰＲ方法に則したチラシ・ポスターについて、著名人と連絡調整の上、デザインし、必要部数を印刷したものを納品すること。 
ウ　やまぐち子育て連盟構成団体や各市町（教育委員会を含む関係者、教育 関係者等）に対しては、委託者においても参加者の募集を行う。
(6) シンポジウムの進行管理に関すること 
1 委託者及び著名人と連絡調整を行い、シンポジウムの円滑な進行管理を行うこと。 
2 舞台監督、進行ディレクター等、業務責任者を配置し、進行に必要な人員（司会者、手話通訳・要約筆記等を含む。）を確保し、進行管理を行うこと。 
3 実施計画の作成を行うこと。 
4 必要に応じて、事前に本番会場におけるリハーサルを実施すること。
5 会場の設備機器を効率よく使用し、最大限の効果が得られるよう運用すること。 
6 その他、舞台進行管理について、委託者から依頼された作業を行うこと。 
(7) シンポジウム会場の設営・運営に関すること 
1 シンポジウムの実施に必要な資材を準備し、内容に応じ、ステージや観客用の座席を設置すること。 
2 客席への案内・誘導、入場規制、迷子の対応、落し物の管理及び障がい者対応等、来場者に関する対応全般を行い、そのために必要なスタッフを適切に配置すること。 
3 会場の設備機器を効率よく使用し、最大限の効果が得られるよう運用すること。 
4 空調機器、暖房器具等により、会場が適温となるよう調整すること。 
5 著名人及び同行スタッフ等の控室を確保すること。
6 イベント賠償責任保険（対人/対物）・受託者賠償責任保険に加入すること。
7 親子での来場が見込まれる場合、必要に応じて、親子観覧エリア、授乳・おむつ替えスペース及びベビーカー置場を確保すること。なお、当該確保に当たっては、施設の既存設備を活用して差し支えない。
8 その他、音響・照明の演出に関わる委託者から依頼された作業を行うこと。なお、音響・照明等の技術者については、会場管理者等と協議し、適切な役割分担を行った上で、必要な人員を配置するものとする。 
9 その他、会場設営について、委託者から依頼された作業を行うこと。 
10 会場及び付帯設備利用料については、委託者において別途負担する。 
11 なお、シンポジウム当日は、会場入り口付近（ホワイエ及び出会いの広場）において、別途子ども向けイベント（「育児を楽しもう！～パパのアトリエ～」）を開催する予定としている。必要に応じて当該イベントの実施者と協力し、当該イベントの実施に必要なスペースの確保等に努めること。
(8) シンポジウムの撮影・動画編集に関すること 
1 シンポジウム開催中は、会場後方からでも登壇者の様子が確認できるようカメラで撮影し、ステージ背面のスクリーンに投影すること。
2 シンポジウムの内容を撮影し、後日、山口県ホームページ等へ掲載（アップロード）できるよう編集の上、委託者へ納品すること。 
3 動画の撮影及び掲載（アップロード）に当たっては、事前に著名人等から許可を得ること。なお、許可が得られない場合は、撮影（会場内投影を含む。）及び動画配信は行わないものとする。 
(9) 成果品等に関すること 
成果品は次のとおりとする。 
1 広報用チラシ及びポスター 
  　形式：紙媒体及び電子データ 
　　　（規格及び部数については、企画するＰＲ方法に適した内容を受託者が提案し、委託者と協議の上で決定するものとする。） 
納期：イベント開催日の２か月前まで
イ　シンポジウムの動画 
形式：電子データ（解像度1080p以上／フレームレート30fps以上／
H.264/MP4、サムネイル画像・メタデータ付与。字幕ファイル
（SRT又はVTT）を添付する
納期：令和８年12月21日まで
ウ　参加者アンケート結果報告書 
形式：電子データ（Word形式、Excel形式等の加工が可能な形式）
納期：令和９年１月29日まで
エ　実績報告書 １部 
報告書には事業概要、広報資料、参加者名簿、アンケート集計結果、記
録写真等のまとめ、事業の効果や課題等を検証した文書を添付すること。
 
６ 個人情報の取扱いについて 
事業実施において、個人情報等の保護すべき情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」のとおりとすること。 
 
７ 著作権の取扱い等 
(1) 本業務の遂行に当たっては、著作権や肖像権等、第三者の権利を侵害しないよう十分留意すること。 
(2) 本業務により作成された成果物等に対する著作権などの権利は、委託者に帰属する。 
(3) 受託者は、納品した成果物について、第三者の商標権、著作権その他の諸権利を侵害するものでないことを保証することとする。 
(4) なお、成果物が第三者の著作物である場合には、当該事業の趣旨を踏まえ、著作権その他諸権利に関して必要な手続きを行うこととし、手続きの不備によって生じる一切の責任は、受託者が負うものとする。 
(5) 受託者は、納品した成果物について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ、委託者に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 
(6) 本業務の成果物が仕様に反することが判明した場合には、受託者は、納品後であってもデータの修正を行うこと。 

８ 損害賠償及び補償責任 
(1) 受託者は、管理業務の実施に関し故意または過失により委託者または第三者に損害を及ぼしたときは、直ちに損害を賠償しなければならない。ただし、損害の原因が不可抗力によるものと認められた場合は、双方協議の上決定する。 
(2) 受託者は、管理に従事する者を指揮監督し、管理業務中の事故については、受託者において全ての責任を負うものとする。
  
９　再委託について 
(1) 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、当該作業を履行するために関与する全ての委託先を特定し、再委託の内容、そこに含まれる情報、その他再委託先に対する管理方法等を記載した書面を委託者に提出し、あらかじめ承諾を得ること。なお、本業務の全部を第三者に再委託することはできない。 
(2) 再委託先の選定にあっては、本県地元企業の活用について、十分に留意すること。 
(3) 本件業務に伴う成果物については、物品等の製造いかんに関わらず、受託者が最終責任を負うものとし、これは受託者と再委託先との契約等によって担保されていること。 
 
秘密の保持 
(1) 本業務の遂行に伴う打合せ、資料、調査、計画等の内容は第三者に漏らさないこと。本業務に係る契約が終了又は解除された後においても同様とする。 
(2) 委託者又は委託者の関係者から提供を受けた資料等は、本業務にのみ使用するものとする。ただし、第三者に提供する場合であらかじめ委託者の承諾を得たものについては、この限りではない。 
(3) 受託者は、本業務の遂行に当たって収集し、知り得た企業、県民等の情報等の一切の事項について、本業務の履行期間及び履行後において、外部に漏洩がないようにするとともに、目的外に使用しないこと。なお、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」のとおりとすること。
(4) 受託者は、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様とする。 
 
仕様変更 
受託者は、やむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ協議のうえ、承認を得ること。 
 
その他の事項 
(1) 本業務の遂行に当たってクレームが生じた場合、迅速かつ誠実な対応を行うとともに、委託者に報告すること。なお、対応が困難なクレームは、迅速に委託者へ報告し、対応を協議すること。 
(2) 受託者は、業務遂行上の全体及び各業務の実施方法について、委託者と十分な打合せを行い、承認を受けること。本業務に関する事故等は、委託者に速やかに報告するとともに、受託者の責任により適正に処理すること。また、事故等により生じた損害の一切は受託者の負担とする。 
(3) 受託者は、関係法令等を遵守し、誠実に業務を遂行すること。 
(4) 本業務の遂行に当たり、疑義が生じた場合は、委託者及び受託者双方の協議により処理することとし、この仕様に定めのない事項については、委託者と受託者の協議の上で決定する。
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